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１ 検討対象地について                                  .                                                                                                                                           

 

令和2年3月、益子町図書館基本構想検討委員会より提出された「益子町図書館基本構想検討

報告書」では、図書館建設予定地として、益子町役場周辺、陶芸メッセ・土舞台周辺、益子町

中央公民館周辺、益子駅周辺の４か所が候補地として挙げられました。 

令和2年11月には、より具体的な検討を行うべく図書館基本計画策定委員会を発足し、これ

ら４か所の建設予定地についても防災性、補助事業の活用、他施設との連携、他事業との相乗

効果の観点で検討を進めてきたところです。 

令和4年9月、今後の図書館建設に向けて設計、運営等に係る協議の場として「益子町図書館

整備検討委員会」を設置しましたが、当該委員会においても引き続き、既存施設の利用を含め

た建設地の検討を行うこととしました。 

これまでの協議の中で、防災性については、浸水想定区域等について相対的に判断し、益子

町役場周辺、陶芸メッセ・土舞台周辺、中央公民館周辺が適しているとしました。 

補助事業の活用については、国土交通省の支援事業（都市構造再編集中支援事業）の活用が

考えられ、益子町役場周辺の他に、陶芸メッセ・土舞台周辺、中央公民館周辺、益子駅東側も

都市機能誘導区域（予定）とすることで、補助事業の活用が可能になります。 

他事業との相乗効果では、益子町役場周辺の場合、ましコッコハウスとの連携により子育て

事業の一層の充実が図れ、土地区画整理事業地内宅地整備との相乗効果により中心地の付加価

値が向上します。公民館周辺の場合も、既存施設の増改築を想定し町民センター敷地内とする

ことにより、利用者の増加に繋がり、公民館施設の相互利用など効率的な運用が図れます。 

以上のことから建設予定地は、新築は土地区画整理事業が行われている益子町役場周辺、既

存施設利用は中央公民館付近（町民センター敷地内）に設定し、今後検討していくこととしま

す。 
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益子町役場周辺  

 

 

町民センター敷地内  
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２ 施設規模の検討及び機能について                         . 

 

「益子町図書館基本構想検討報告書」に示された「基本理念・未来を育む知の広場」と、

4つの「基本方針」である「交流の拠点」「育ち、学ぶ拠点」「文化の拠点」「くらしの拠点」

の機能を実現するため、新図書館の規模の参考として、日本図書館協会の公立図書館の任務

と目標に基づき検討の結果、施設の規模と構成を以下のとおりとしました。 

 

■延床面積 

  延床面積は約２，３００㎡を想定し、うち、図書スペースは１，５００㎡を想定します。    

 

■施設構成 

分 類 内   容 

開架スペース 
一般書（約４万冊）、児童書（約１．５万冊）、絵本（約１．５万

冊）、郷土資料、視聴覚資料、カウンター、閲覧スペース、ティーンズ

スペースなど 

閉架スペース 閉架書庫（約４万冊） 

サイレントスペース 学習・読書などに用いる静粛スペース 

交流スペース コミュニティスペース、グループ学習スペースなど 

カフェスペース カフェ機能を展開できるスペースもしくはコーナー 

多目的スペース イベントスペースとしても活用可能な空間を想定 

事務・管理スペース 事務室、更衣室、休憩室、打ち合わせ室、職員玄関、作業室など 

その他 ボランティア作業室、移動図書館車用書庫、機械室、物品庫、トイレな

ど 
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３ 比較検討のための図面の設定                            .                   
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※多目的スペースは既存スペースを活用します。 
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４ 建設地選定にあたっての基本的な考え方                    . 
 

（１）事業の効果を考慮した位置か 

   「益子町図書館基本構想検討報告書」における基本方針を実現し得る場とします。 

     基本方針1 交流の拠点 

     基本方針2 育ち、学ぶ拠点 

     基本方針3 文化の拠点 

     基本方針4 暮らしの拠点 

 

 

（２）町民の利便性を考慮した位置か 

図書館は多くの町民等が利用する施設であることから、自動車や公共交通機関によるア

クセスのしやすさについて考慮するとともに、近隣からの徒歩や自転車などでのアクセス

にも配慮した、誰もが行きやすく、利用しやすい位置とします。 

 

 

（３）事業の経済性を考慮した位置か 

図書館の整備は町の財政に与える影響が多いことから、建設費だけではなく維持管理費

を含めたライフサイクルコストの縮減に繋がる場所が適切です。 

 町の将来像を見据え、長期的な観点に立ち、公共施設等の適切な維持管理を推進してい

きます。 
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５ 検討対象地の比較検討                                .                               

（1）事業の効果を考慮した位置か 

評価項目  A案 区画整理地内 B案 町民センター内 

 

事業の 

効果 

 

1. 

交流の拠点 

近隣にスーパーマーケットや 

ドラッグストア、銀行等があり、

区画整理事業等による宅地造成も

予定されていることから、町の中

心市街地を形成する、人が集まる

新たな交流の拠点となり得ると考

えられます。 

左記商業地から比較的近く、ま

た、町民センターは、既に多くの利

用者がある場所です。社会教育施設

複合化により、町民や他地域の方々

の交流が促進され、来館者目標値16

万人/年間をより達成し得る場所と考

えられます。 

 

2. 

育ち、学ぶ

拠点 

“ましコッコハウス”が近隣にあ

り、子育て支援事業との連携が図

られ、親子のコミュニティ場の形

成に繋がります。 

文化施設、公民館施設、スポーツ

施設と同敷地内であることにより、

多世代の学習活動の場となり得ま

す。また、各施設で講演会や講座、

教室などが催され、学びの繋がりが

生まれます。 

 

3. 

文化の拠点 

益子本通り、城内坂に程近く、

陶器市開催時など、益子焼をはじ

めとする様々な工芸や町の歴史

を、町内外の方に発信しやすい場

所といえます。 

同施設内、町生涯学習課文化係と

の連携が容易であり、歴史的な資料

の収集、展示や郷土・文化の多様な

学びの場の提供・支援が可能となり

ます。今後の課題である図書資料と

しての文化資源のデジタル化に効率

的に取り組めます。 

 

4. 

くらしの 

拠点 

図書館の資料を効果的に活用

し、近隣の町商工会や役場との連

携による起業支援に関する情報提

供等、課題解決支援の一役を担う

図書館づくりに適した場所です。 

町民の自発的な活動や制作を支援

する生涯学習の拠点として、活動に

必要な資料の提供を行えます。ま

た、町民会館、総合体育館は避難所

に指定されているため、災害時の防

災拠点の機能強化にも繋がります。 

 

考 察 

A案の区画整理地内、B案の町民センター内では、立地条件から、それぞれメリット・デメリッ

トは異なりますが、どちらの候補地においても、4つの基本方針に示される拠点的機能の実現は可

能と判断されます。 

A案の区画整理地内の場合、街区公園や“ましコッコハウス”に隣接していること、住宅地、商

業施設等に近いことなどから、住民の生活に密接したサービスの展開においてメリットがありま

す。 

B案の町民センター内の場合、前述の住宅地、商業施設等とそれほど距離の隔たりもなく、ま

た、近隣には中学校が所在するため、若年層利用者の増加が見込まれること、町民会館、中央公民

館、総合体育館と同敷地内であるため、現行施設との相乗効果による各施設の利用者の増加、生涯

学習の拠点的機能の強化、多世代交流施設としてのサービス展開においてメリットがあります。 
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（2）町民の利便性を考慮した位置か 

評価項目 A 案 区画整理地内 B 案 町民センター内 

 
町民の 
 利便性 

 
アクセス 

・県道141号線から約100ｍ 
・路線バス停留所（栗崎）から約

300ｍ、徒歩4分 

・国道294号線沿い約300ｍ 
・路線バス停留所（町民センター前）

から約200ｍ、徒歩3分 
 

 
駐車場 

・約50台 
※近隣に町営駐車場約200台 

・約100台（町民センター内約300台） 

※イベント開催時は、すべての駐車

場の満車が予測されるので、図書

館専用駐車場の確保が必要 

 

 

                       考 察 

A 案の区画整理地内の候補地は、県道から近い距離にあり、区画整理事業により、新たに道路や

進入路が整備され、自動車に限らず、自転車や徒歩の利用者も利用しやすい場所になります。候補

地は区画整理事業の保留地であるため、敷地面積が限られており駐車場スペースが約５０台程度に

なりますが、近隣に町営駐車場が約２００台あるため、イベント等多くの利用がある場合、駐車可

能です。公共交通機関については、路線バス停留所が約３００m 圏内にありますが、最寄り駅の益

子駅から１ｋｍ以上離れており、電車利用者には利用しづらい場所です。近傍に小中学校がありま

すが、最寄りの高校からは１ｋｍ以上距離があり、高校生にとっては利用しづらい場所です。 

B 案の町民センター内の候補地は、国道から近い距離にあり、国道から東向きの進入路、町道１

４７号町民センター線はなだらかな登坂路の二車線道であり、自動車、自転車、歩行者の通行は容

易ですが、北東方面の進入路、町道２６号益中大沢線は狭く、多少の傾斜があり、自転車や徒歩の

利用者には利用しづらく、自動車での利用についても、中学校の通学路になっており通学時間等に

は注意が必要です。駐車場は、町民センター駐車場約３００台の利用が可能です。しかし、イベン

ト時には満車となることがあり、図書館専用の駐車場を確保する必要があります。公共交通機関に

ついて、路線バス停留所がすぐ近くにありますが、最寄り駅の益子駅から１ｋｍ以上距離があり、

電車利用者には利用しづらい場所です。近隣には中学校があり、中学生にとっては利用しやすい場

所にありますが、最寄りの小学校、高校から１ｋｍ以上距離があり比較的利用しづらい場所です。 

両候補地ともに、施設から居住地まで距離があり、一人では通えない子ども、高齢者の利用につ

いては車での送迎が不可欠である点は施設整備において留意すべき点であると考えられます。 
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（3）事業の経済性を考慮した位置か 

評価項目 A 案 区画整理地内 B 案 町民センター内 

事 業 の
経済性 

建設費 

 
※ 使 用 資
材、資材価
格の高騰に
より変動が
あります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【参考】 
町民会館長
寿命化改修
については 
A 案の場合
においても
発生する費
用負担であ
り、町財政
負担の観点
から総合的
に判断する
ため、参考
として記載
していま
す。 

‣土地購入費 
105,022千円 

 
‣設計費 

108,786千円 
 

‣監理費 
31,876千円 

 
‣工事費 

1,615,064千円 
 
計 1,860,748千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町民会館長寿命化改修 
 

‣設計費 
60,993千円 

‣監理費     
35,725千円 

‣工事費（法的改修含む） 
1,311,000千円 

 
計 1,407,718千円 

 

面積  4,469㎡ 
 
 
基本設計    
実施設計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
長寿命化改修に

係る費用は、参考
値であり、実際の
躯体等の状態の調
査結果により変動
する可能性があり
ます。 

 

 
 
‣設計費 

59,359千円 
 

‣監理費 
31,717千円 

 
‣工事費 

833,455千円 
 

計     924,531千円 
 
‣既存改修設計 

20,912千円 
‣法的改修費 

221,718千円 
‣外構整備費 

35,490千円 
 

計     278,120千円 

 
 
町民会館長寿命化改修 
 

‣設計費 
57,508千円 

‣監理費 
33,982千円 

‣工事費 
1,089,282千円 

 
計 1,180,772千円 

 

 
 
 
基本設計 
実施設計 
 
 
 
 
 
 
 
 
現行建築基準
法に適合しな
い既存不適格
部分の改修に
必要です。 
 
 
 
 

 
 
長寿命化改修に

係る費用は、参考
値であり、実際の
躯体等の状態の調
査結果により変動
する可能性があり
ます。 
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評価項目 A 案 区画整理地内 B 案 町民センター内 

 
事 業 の

経済性 
 

 

運営費 
 
 
 
 
 
 
 
施設維持

費(長期) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【参考】 
 
町民会館維
持費は A 案
においても
発生する費
用負担であ
るため、町
財政負担の
観点から総
合的に判断
するため、
参考として
記載してい
ます。 
 
 
 
 
 
 

 
（１年～40年） 

 2,669,000千円 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

‣20年経過時修繕費 
452,000千円 

 
 
 
 
 
‣町民会館維持費 
 20年経過時修繕費 

874,000千円 
 
 
 
‣図書館及び町民会館
施設維持費 
計 1,326,000千円 

 (竣工後40年間） 
 
 

 
人件費 
物件費 
 
 
 
 
 
竣工後「80年」
使用すると仮
定。 
 
 
 
設備機器更新
及び修繕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（１年～40年） 

 1,869,000千円 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‣20年経過時修繕費 
（増築部分）

224,000千円 
（既存部分） 

874,000千円 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

‣図書館及び町民会館 
施設維持費 
計 1,098,000千円 
（増改築後40年間） 

 
 

 
人件費 
物件費 
 
 
 
 
 
耐 用 年 数 「 80
年」であり、増築
後、既存部分は
「41年」使用す
ると仮定。 
 
設備機器更新
及び修繕 
 
 
 
 
 

■40年経過後、町民会館更新の検討が必要です。 
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考 察 

 

A 案の区画整理地内候補地は、土地購入費がかかり、新設のため、建設面積が多くなり、建設コ

ストが高くなりますが、設計の自由度は高く、利用しやすい建物になる可能性が高いです。また、

運営費は、新設のため、最新設備の導入で安価に抑えられる部分がありますが、建物を新たな場所

に新設するため B 案の町民センター内候補地に比べ、維持管理費及び正職員を2名（係長級１名、

主事級1名を想定）配置分の人件費が高くなる可能性があります。 

 B 案の町民センター内候補地は、既存の町民会館施設を利用するため建設コストの抑制が可能で

すが、町民会館施設が昭和６３年に建設されているため既存部分の修繕にコストがかかります。ま

た、増改築のため、構造上の制約を受け、設計の自由度が低くなる可能性があります。運営費につ

いては既存の町民会館施設の一部を利用するため、維持管理費の抑制が可能です。また、正職員を

他業務との兼務とすることにより人件費の抑制が可能です。 

施設維持費については、町民センターは、現時点で竣工後34年が経過しています。今後の耐用年

数は、日本建築学会編集『建築工事標準仕様書・同解説 JASS5鉄筋コンクリート工事』による新築

の鉄筋コンクリート造建築物の標準的耐用年数が「65年」であることを踏まえると、残り31年と考

えられ、図書館の整備が5年後までに実施される想定で考えると耐用年数は26年となります。しか

し、図書館の増築に伴い、既存の躯体調査を行い、長寿命化改修を実施することにより、「80年」

を使用目標に設定することが可能となります。以上を踏まえ、町民センターへ増築した場合の使用

目標年数を「80年」とし、増築後41年を耐用年数とします。 

土地区画整理地内へ新築の場合は、長寿命化改修を行う前提で、標準的耐用年数は80年を耐用年

数とします。 

両候補地ともに、都市構造再編集中支援事業の活用可能性があり、当該補助事業を活用した場合

には、整備事業費における土地購入費、設計、工事費等について費用負担の低減が見込まれます。 
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６ 資 料                                          .                  

 

― 設計費、監理費の積算資料 ― 

設計料、監理料については、国土交通省大臣官房官庁営繕部「官庁施設の設計業務等積算基準」

に則り積算しています。 
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― 工事費の積算資料 ― 

工事費については、一般財団法人建設物価調査会の発行する「建築コスト情報」から、参考物

件の㎡単価にて積算しております。 
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― 修繕費の積算資料－ 

 

 

 

 

－ 運営費の積算資料 － 

 

 

 

  

単位：千円

運営費内訳　/　年間

報償費 200 200

旅費 100 100

需用費 8,150 4,850

役務費 340 220

委託料 3,770 2,410

使用料及び賃借料 2,570 2,340

備品購入費 7,000 7,000

66,730 46,720

A案　 区画整理地内 B案　 町民センター内

　職　　員　 　 2人 　職　　員　　  0人（兼務２人）

イベント時報酬 イベント時報酬

出張時旅費 出張時旅費

消耗品費1,000、印刷製本費100、光熱水費
6,500、修繕料500、燃料費50

消耗品費1,000、印刷製本費100、光熱水費
3,200、修繕料500、燃料費50

電話料・wi-fi240、郵送費100 電話料・wi-fi120、郵送費100

電気工作物280、防火設備110、警備210、
定期清掃420、日常清掃2,000、消防150、
環境衛生管理600

電気工作物140、エレベーター保守600、
防火設備60、警備100、定期清掃210、
日常清掃1,000、環境衛生管理300

機器等（コピー機210、FAX20、自動車
240、図書システム1,600+500）

機器リース等（自動車240、図書システム
1,600+500）※コピー機、FAXは公民館費

図書、備品購入費 図書、備品購入費

人件費 44,600
会計年度職員　  8人

29,600
会計年度職員　  8人




